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里親の一時的な休息のための援助の実施について 

 

 里親制度については、平成１４年厚生労働省令第１１５号「里親の認定等に関する省令」及び平成１４

年厚生労働省令第１１６号「里親の行う養育に関する最低基準」が別添のとおり公布され、平成１４年９

月５日雇児発第0905001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「「里親の認定等に関する省令」及び「里

親の行う養育に関する最低基準」について」及び平成１４年９月５日雇児発第0905002号厚生労働省雇用

均等・児童家庭局長通知「里親制度の運営について」により運用されているものであるが、里親制度のよ

りいっそうの推進を図るため、今般、別紙のとおり一時的な休息のための援助の実施についてを定め、平

成１４年１０月１日から適用することとしたので、その適正かつ円滑な実施に努められたく通知する。 

 

（別紙）         里親の一時的な休息のための援助の実施 

 

第１ 目 的 

 

 里親の一時的な休息のための援助（以下、「レスパイト・ケア」という。）は、委託児童を養育している

里親家庭が一時的な休息のための援助を必要とする場合に、乳児院、児童養護施設等又は他の里親を活用

して当該児童の養育を行うことを目的とする。 

 

第２ 援助の対象者及び実施施設 

 

１ 援助の対象者 

  現に委託児童を養育している里親家庭で、レスパイト・ケアが必要になった里親 

 

２ 実施施設 

  レスパイト・ケアが必要な里親が養育している委託児童に対し、適切な処遇が確保され、当該都道府

県（指定都市を含む。以下同じ。）があらかじめ定めた乳児院、児童養護施設等又は里親（以下、「実施

施設」という。）とする。 

 

第３ 事業の内容及び実施方法 

 

１ 都道府県は措置の一環として、レスパイト・ケアが必要な里親が養育している委託児童を、実施施設

に再委託を行うものとする。 

 

２ レスパイト・ケアは、年７日以内とする。 

 

３ 里親は、レスパイト・ケアを受ける場合、児童相談所に申請する。 

 

４ 申請を受理した児童相談所は、レスパイト・ケアの実施施設を迅速に選定し、調整を行う。 

 

５ 依頼を受けた実施施設は児童相談所に受け入れの可否について速やかに連絡する。 

 

６ 児童相談所は、里親に対し受け入れ決定通知、実施施設に対し再委託の決定通知を出す。 



２ 

 

７ 里親は、実施施設に委託児童を預ける際、委託児童の最近の生活状況及び嗜好等の情報を提供する。 

 

８ レスパイト・ケア終了時に、実施施設は委託児童の観察記録を里親及び児童相談所に提出する。 

 

第４ 実施にあたっての留意事項 

 

１ 手続き等について 

  レスパイト・ケアの申請及び決定の手続き等の実施細目は、都道府県においてそれぞれの実状に応じ

適宜定めることとするが、申請書の様式についてはできるだけわかりやすく簡便なものとし、記入事項

等についても最小限にすること。 

 

２ 児童相談所においては、この援助の円滑な実施を図るため、里親に児童を委託する前又は、委託した

時点で実施施設を紹介すること。また、委託児童の状況及び里親の意見等を十分考慮して、実施施設を

選択するよう配慮すること。 

 

３ 児童相談所は、里親から日常生活における児童の健康状態及び特性等について十分聴取すること。ま

た、再委託中の注意事項等についても実施施設に周知徹底するよう指導すること。 

 

４ 実施施設が記入する観察記録の書式は、都道府県において適宜定めること。 

 

５ 当該都道府県外の実施施設にレスパイト・ケアした場合は、レスパイト・ケアを委託した都道府県が

費用を支払うこと． 

 

第５ 経 費 

 

 平成１１年８月３０日児家第５０号厚生省大臣官房障害保健福祉部保健福祉課長・厚生省児童家庭局家

庭福祉課長・厚生省児童家庭局保育課長連名通知「里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等

の取扱いについて」の例による。 

 

１ 実施施設に対する支弁 

  実施施設に係る支弁については、「児童入所施設措置費等交付要綱」により、支弁する。 

 

２ 保育者からの費用の徴収 

 

 (１)里親委託に係る費用徴収 

 里親委託に係る措置費の国庫精算上の費用徴収については、児童入所施設措置費等交付要綱の 

第５に定める「児童入所施設徴収基準額表」により、月額を徴収する。 

 

 (２)レスパイト・ケアに係る費用徴収 

   徴収を免除する。 


